
 

 

令和３年４月 22 日 

広 域 防 災 局 

 

 

関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

（第 17 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

【議事】 

 

 ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等について 

 

 

 ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について 

 

 

・ 府県市民向け宣言について 

 

 

 

［資 料］ 

 別添１-１ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 

 別添１-２ 関西府県の対処方針 

 別添２   新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等 

 別添３   全国知事会緊急提言等 

別添４   新型コロナウイルスの感染急拡大を受けた緊急提言 

別添５   府県市民向け宣言 

別添６   緊急事態宣言の発出に関する国への要請文 
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関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 
 

１．関西圏域におけるステージ判断指標の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）政府新型コロナウイルス感染症対策分科会   
 

２．感染者の現状                                 4 月 19 日 0:00 時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

新規感染患者数※1 3,204 10,924 68,688 25,739 5,079 1,778 341 939 116,692 100.0 

内

訳 

R2.1/28～

R2.6/15 
100 360 1,787 699 92 63 3 5 3,109 2.7 

R2.6/16～

R2.10/24 
437 1,611 10,189 2,426 533 207 32 159 15,594 13.4 

R2.10/25～

R3.2/28 
1,930 7,092 35,147 14,843 2,733 893 175 288 63,101 54.1 

R3.3/1～ 737 1,861 21,565 7,771 1,721 615 131 487 34,888 29.9 

全療養者 312 922 14,096 3,936 854 312 96 305 20,833 17.9 

内
訳 

入
院 

重症 ※2 2 11 302 81 21 8 0 6 431 0.4 

中等症・ 

軽症・ 

無症状 

164 239 1,355 587 260 304 82 148 3,139 2.7 

自宅療養 12 465 8,149 1,048  0 0 0 9,674 8.3 

宿泊療養 123 173 1,100 500 173 0 14 151 2,234 1.9 

調整中 11 34 
3,190 

※3 
1,720 400 0 0 0 5,355 4.6 

退院 2,832 9,823 53,319 21,177 4,164 1,419 243 607 93,584 80.2 

死亡 60 179 1,273 626 61 19 2 27 2,247 1.9 
※1 和歌山県は新規感染患者数に県外入院等が含まれるため、県内入院等を計上する全療養者数等と一致しない。 
※2 京都府は重症者について独自に人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な方を計上。 
※3 府外保健所への所管替事例（他府県における療養中・療養調整中）621 名を含む。 

 

（参考）直近の感染者数（公表日ベース） 

区分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 

4/14(水) 36 125 1,130 507 94 44 6 25 1,967 

4/15(木) 43 107 1,208 493 81 33 8 30 2,003 

4/16(金) 40 100 1,209 510 89 34 5 30 2,017 

4/17(土) 39 92 1,161 537 91 37 8 44 2,009 

4/18(日) 31 116 1,220 406 79 44 3 38 1,937 

4/19(月) 29 110 719 293 85 30 2 36 1,304 

4/20(火) 44 120 1,153 427 80 56 7 25 1,912 

別添１－１ 

4 月 19 日 0:00 時点 

（報道資料を基に作成） 

参考

重症者用病床

確保病床
使用率

入院率
確保病床
使用率

滋賀県 1,414 51.6% 53.2% 4.1% 22.1 8.6% 16.9 38.9% 2.03

京都府 2,583 57.9% 27.1% 28.9% 35.7 6.9% 24.9 51.3% 1.23

大阪府 8,809 81.4% 12.3% 97.6% 153.0 8.1% 87.9 64.8% 1.31

兵庫県 5,466 79.6% 17.0% 69.8% 72.0 15.5% 54.9 47.7% 1.59

奈良県 1,330 74.3% 32.9% 70.0% 64.2 10.3% 41.5 55.8% 0.96

和歌山県 925 84.3% 100.0% 33.3% 33.7 15.0% 24.8 21.8% 1.15

鳥取県 556 25.5% 85.4% 0.0% 17.3 1.0% 7.2 25.0% 1.67

徳島県 728 66.4% 50.5% 24.0% 41.9 20.2% 31.0 16.4% 1.88

関西計 21,811 72.4% 17.7% 64.7% 92.7 9.1% 58.1 57.4% 1.35

<ステージ判断基準>
20%以上 40%以下 20%以上 20人以上 ５％以上 15人以上 50％以上 －
50%以上 25%以下 50%以上 30人以上 10％以上 25人以上 50％以上 －

入院医療
療養者数
（対人口
10万人）

医療提供体制等の負荷

PCR検査
陽性率

新規陽性者
数（対人口
10万人）

ステージⅢ（感染急増）
ステージⅣ（感染爆発）

府県
人口

（千人）
直近１週間
とその前１
週間の比

感染の状況

感染経路
不明者の

割合
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第３波のピーク（1/9） 
新規感染者数：1,219 人 

第２波のピーク（8/7） 
新規感染者数：364 人 第１波のピーク（4/9） 

新規感染者数：155 人 

 

 

３．感染経路（3月1日以降 ※4）                                  4月19日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 28 63 19 108 113 61 30 39 461 1.3 

家族 186 501 3,291 2,023 407 217 24 46 6,695 19.2 

医療施設 11 
113 

223 188 64 4 0 94 697 2.0 

社会福祉施設 15 638 376 37 10 0 0 1,076 3.1 

学校 29 54 121 242 36 17 12 21 532 1.5 

職場（上記以外） 41 158 242 527 93 43 11 65 1,180 3.4 

濃厚接触者等（上記以外） 147 105 3,676 445 98 159 28 110 4,768 13.7 

感染経路不明(調査中含む) 280 867 13,355 3,862 873 104 26 112 19,479 55.8 

合計 737 1,861 21,565 7,771 1,721 615 131 487 34,888 100.0 

※4 3 月 1 日とは、京都府、大阪府、兵庫県への緊急事態宣言が解除され、新たな継続的増加が見られるようになった日 

 

 

 

 

 

 

４．関西圏域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4 月 19 日 0:00 時点 

（構成府県の公表資料より集計） 

(人) 

4



 
 

５．関西圏主要駅の人流変化分析（まん延防止等重点措置前を 100%とした場合※5） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

※5 まん延防止等重点措置前の数値は、令和 3年 3月 29 日～4月 4日の間の平均値 

 

（データ提供）株式会社 Agoop 
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4 月 19 日 0:00 時点 【夜間（21 時台）】 

（NHK 報道資料より集計） 

4 月 19 日 0:00 時点 
（参考）人口 10 万人に対する直近１週間の感染者数(4/12～4/18) 

鳥
取
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和
歌
山
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奈
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大
阪
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京
都
府 

滋
賀
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徳
島
県 

※政府新型コロナウイルス感染症対策分科会 ステージ判断基準 

※ｽﾃｰｼﾞⅢ（15 人） 

※ｽﾃｰｼﾞⅣ（25 人） 
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（構成府県の公表資料より集計） 

滋賀県 

（構成府県の公表資料より集計） 
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（参考）関西３府県への緊急事態宣言後の新規感染者数の推移（１週間移動平均） 
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滋賀県 
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（参考）関西圏域の変異株（ゲノム解析）確認数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（出所）厚生労働省資料を基に作成  

 

 

（参考）都道府県別の変異株（ゲノム解析）確認数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）厚生労働省  

3/9時点 3/16時点 3/23時点 3/30時点 4/6時点 4/13時点

奈良県 0 0 0 1 7 12
和歌山県 0 0 0 2 3 3
滋賀県 2 2 2 4 4 4
徳島県 0 9 9 15 17 17
京都府 19 24 24 24 24 70
大阪府 62 72 105 130 205 237
兵庫県 38 94 161 181 197 204
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府県別の変異株等確認数(関西圏域) (単位：件)

兵庫県 大阪府 京都府 徳島県 滋賀県 和歌山県 奈良県
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令和３年４月 22 日 
広 域 防 災 局 

府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

滋 

賀 

県 

「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を示し、客観的指標により 4段階にステージを分け、そ
れぞれステージに応じて必要な対策を講じる。 
＜現状＞４月 15 日から、警戒ステージ（ステージⅢ）へ引き上げ 
＜基準＞ 

ステージ判断については、参考指標も考慮し、総合的に判断する。判断にあたっては、専門家の意見も聴取 
【参考指標】 
・大阪府・京都府等の近隣府県の感染状況・入院患者受け入れ病床の稼働率(ﾋﾟｰｸ時の入院患者受け入れ病床数)  
・感染経路不明の患者数・実行再生産数（Rt）・K 値・濃厚接触者を除くＰＣＲ等陽性率 

判断指標 特別警戒ステージ 
（ステージⅣ） 
 

警戒ステージ 
（ステージⅢ） 
 

注意ステージ 
（ステージⅡ） 
 

滋賀らしい生活三方よしステージ 
～新しい生活様式の実践～ 
（ステージⅠ） 

大規模かつ深刻なｸﾗｽﾀｰ連鎖が発生、
爆発的な感染爆発により、公衆
衛生体制及び医療提供体制が機能不全
に陥ることを避ける対応が必要な段階 

クラスタ－が広範囲に多発、
感染者が急増し、医療提供体
制への負荷がさらに高まる状況 

感染者の漸増及び医
療提供体制への負荷
が蓄積する段階 

感染者の漸増及び医
療提供体制への負荷
が蓄積する段階 

医
療
体
制
等
へ
の
負
荷 

①
病
床
のひっ

迫
具
合 

病床 
全体 

･最大確保病床の占有率50%
以上 

･最大確保病床の占
有率 20%以上 
･現時点の確保病床
数の占有率 25%以上 

･最大確保病床の占有
率 10%以上 

･現時点の確保病床数
の占有率15%以上 

･最大確保病床の占有
率 10%未満 

･現時点の確保病床数
の占有率 15%未満 

うち 
重症 
者用 
病床 

･最大確保病床の占有
率 50%以上 

･最大確保病床の占
有率 20%以上 
･現時点の確保病床 
数の占有率 25%以上  

･最大確保病床の占有
率 10%以上 

･現時点の確保病床数
の占有率 15%以上 

･最大確保病床の占有
率 10%未満 

･現時点の確保病床数
の占有率 15%未満 

②療養者数(入院
＋自宅＋宿泊)  

人口 10 万人当たりの全
療養者数 25 人以上 

人口 10 万人当たりの全  
療養者数 15 人以上 

人口 10 万人当たりの全  
療養者数 2 人以上 

人口 10 万人当たりの全  
療養者数人未満  

監
視 

体
制 

③PCR 等 
陽性率 ･10%以上 ･10%以上 ･2%以上 ･2%未満 

感
染
状
況 

④新規報告数 25 人/10 万人/週以上  15 人/10 万人/週以上  2 人/10 万人/週以上 2 人/10 万人/週未満 

⑤直近１週間と先
週１週間の比較 

直近一週間が先週一週間よ
り多い 

直近一週間が先週
一週間より多い 

直近一週間が先週 
一週間より多い － 

⑥感染経路不明割合 50%以上 50%以上 20%以上 20%未満 

＜感染対策の徹底＞ 
・基本的な感染対策の徹底（手洗い、マスク
の着用、３つの密の回避など） 

・会食する際は感染リスクを下げる工夫を実
践 

・家庭でも、咳エチケット、こまめな換気と加
湿、取手・ノブなどの共用部分の消毒を実践 

・家族以外の方と接する場面では、感染リス
クが高まる「５つの場面」に注意。特に、
グラスや箸の共用を控え、会食時であって
も会話の際にはマスクを着用 

・感染者が多数確認されている地域では、よ
り注意して行動 

・発熱等の症状がある場合は、自宅で休養 
・新型コロナウイルス感染拡大防止システム「も

しサポ滋賀」、接触確認アプリ「COCOA」の活用 
＜外出について＞（当面 5月 11 日まで） 

・まん延防止等重点措置実施区域（※）をは
じめとする感染拡大地域への不要不急の往
来は控えて 

＜会食について＞ 
 ・屋内、屋外に関わらず、家族や普段一緒に

いる人とする。（特に謝恩会・新歓コンパは
控えて） 

・まん延防止等重点措置実施区域(※)をはじ
めとする感染拡大地域での会食は控える。 

【※飲食店の営業時間の短縮の要請がなされ
ている地域など】 
 

＜施設・事業所における感染防止策の徹底＞ 
・業種別感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく感染防止

策の徹底。利用者にも感染防止策への協力を依頼 
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止ｼｽﾃﾑ｢もしサポ滋
賀｣導入と｢感染予防対策実施宣言書｣掲示 

・テレワーク・時差出勤の推進 
＜イベント開催について＞（当面４月末まで） 
 必要な感染防止策が担保される場合には、収
容率と人数上限の小さい方を限度(両方の条
件を満たす必要)とする 

〇収容率の目安 
①大声での歓声・声援等がないことを前提と
しうるもの ⇒100%以内 
・ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｻｰﾄ、演劇等、舞踊、伝統芸能、
芸能・演芸、公演・式典、展示会等 

・飲食を伴うが発声はないもの 
②大声での歓声・声援等が想定されるもの 
  ⇒50％以内 

・ﾛｯｸ、ﾎﾟｯﾌﾟｺﾝｻｰﾄ、ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ、公営競技、
公演、ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ・ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞでのｲﾍﾞﾝﾄ等 

（※）異なるグループ間では座席を１席空け、同一グループ 
（５人以内に限る。）内では座席間隔を設けなくともよい。 

〇人数上限の目安 
①収容人数10,000 人超 ⇒収容人数の50% 
②収容人数10,000 人以下⇒5,000 人 

〇大規模ｲﾍﾞﾝﾄにおける感染防止策の事前相談 
・全国的な移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄや参加者が 1,000
人を超えるｲﾍﾞﾝﾄを開催予定の場合の県新
型ｺﾛﾅ対策相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰへの相談 

＜滋賀らしい生活三方よし～「新しい生活
様式」の実践例～＞ 

○「家」でよし 
①毎朝、健康ﾁｪｯｸし、発熱がある場合は自宅で休む 
②家に帰ったらまず丁寧に手洗い 
③こまめに換気しつつ、エアコンの温度設定を調整 
④免疫力を向上させる健康づくり 
⑤毎日、滋賀県などの感染情報を確認 
⑥通販も利用する 

○「外」でよし 
①症状がなくてもﾏｽｸを着用し、咳ｴﾁｹｯﾄの徹底 
②人との間隔は、できるだけあける 
③混んでいる場所や時間帯は避けるな
ど、人と人との接触機会を減らす 

④感染防止策が徹底されていない施設等への外出は控える 
⑤会話をする際は、可能な限り真正面は避ける 
⑥ビワイチなどにより、滋賀の魅力を改
めて感じながら健康増進につなげる 

⑦新しい旅のエチケットの実践 
○「社会（滋賀）」よし 

①感染者が多数発生している地域への移
動は極力控える 

②発症した時のため、自分の行動を残す 
③ﾃﾚﾜｰｸやﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務の活用 
④業種別感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守 
⑤「もしサポ滋賀」の導入と「感染予防対
策実施宣言書」の掲示 

⑥接触確認アプリ「COCOA」の導入 
⑦今こそ、一人も取り残さない 

京 

都 

府 

感染再拡大防止対策のための目安（令和 3年 3月 22 日～） 
＜基本方針＞ 
○ 国においては、感染状況をステージⅠ～Ⅳの４段階に区分し、ステージ判断により、まん延

防止等重点措置や緊急事態宣言の適用等を総合的に判断することとされている。 

○ 国の方針や今般の経験を踏まえ、感染の再拡大を早期に把握し、適切に対策を実施するた

めの目安を設定する。 
＜運用の方向性＞ 
○ 政府分科会のステージⅢに至らないことを目標に、警戒期及び厳重警戒期の２つのステージを設定 

○ 政府分科会のステージ指標との連続性を考慮 

○ 対策は、専門家の意見等を勘案し総合的に判断 

 
＜基準＞ 

※１ 1 つひとつをもって機械的に判断するので 
はなく、各目安の状況や、首都圏や近隣府県 
の状況も勘案し、総合的に判断 

※２ ステージⅢに近づく場合には、全国状況も 
  踏まえて、まん延防止等重点措置の適用の要 

請、対策を判断 
※３ 増加速度等を注視 
※４ 大学、繁華街等への感染拡大を早期に検知 
  するための PCR 検査の結果を注視 
※５ 高度重症病床の重症者数には、ECMO 又は 
  人工呼吸器による管理が必要な方を計上 
 
 
 
 
 
 
 
 

※4月 21 日緊急事態宣言の発出に関する国への要請 

ステージ 警戒期  
※1 

厳重警戒期 
※1、※2 

感
染
状
況 

①新規報告数 15 人/日 
以上 

30 人/日 
以上 

②直近１週間と
先週１週間 
の比較 

増加傾向 
※3 

増加傾向 
※3 

③感染経路 
不明割合 増加傾向 増加傾向 

監
視 

体
制 

④PCR 検査 
陽性率 

増加傾向 
※４ 

増加傾向 
※４ 

医
療
提
供 

体
制
の
状
況 

⑤高度重症 
病床占有率 
※5 

1/5 以上 1/5 以上 

＜まん延防止等重点措置等（4/12～5/5）＞ 
（１）外出の自粛等 
（特措法第 31 条の 6 第 2 項、第 24 条第 9 項） 

・時短要請している飲食店等に、時短営業 
時間以降みだりに出入りしない。 

（特措法第 24 条第 9項） 
・不要不急の外出・移動の自粛、混雑してい
る場所や時間を避ける 

・京都府外への不要不急の往来自粛 
・感染リスクの高い施設（ガイドライン等に
基づく感染対策が徹底されていない飲食
店、カラオケ店など）の利用自粛 

＜感染再拡大を防ぐためのお願い＞ 
（１）一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を！ 

・マスクの着用、手洗い、身体的距離の確
保、3密の回避などの基本的な感染予防対
策の徹底 

・イベント、野外活用の慎重な行動 
・会話時のマスク着用 

（２）飲食機会における感染を防ぐために 
・飲食時の「きょうとマナー」への協力 

 
 
 
 
 
 
 
 
・宴会、家族以外のﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨｰは控える。 

外食時は、１人で食べる「個食」、黙って 
食べる「黙食」への協力 

＜まん延防止等重点措置等（4/12～5/5）＞ 
（２）催物（イベント等）の開催制限 

・イベント主催者等に対し、以下の要件に沿っ
た開催を要請（特措法第 24 条第 9項） 

【人数上限】5,000 人以下 
※大声での歓声等がない場合は：100％以下 
※大声での歓声等が想定される場合は：50％以下 
人数上限と収容率による人数のいずれか小さい方を限度 
【事前協議】全国的な移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄや参加者が 

1,000 人を超えるｲﾍﾞﾝﾄは､府に事前相談 
（３）施設の使用制限等（京都市内） 
（特措法第 31 条の 6第 1項） 

・営業時間の短縮要請(5 時～20 時、酒類 11 時～19 時) 
 ・従業員の検査奨励､入場者の整理誘導､発熱 

等有症状者の入場禁止､手指消毒設備の設 
置､事業所の消毒､施設の換気､ｱｸﾘﾙ板の設 
置又は適切な距離の確保による飛沫感染防止 

（特措法第 24 条第 9項） 
 ・CO2 ｾﾝｻｰの設置､業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守の徹底､ｶﾗｵｹ設備の利用自粛 
（特措法によらない働きかけ） 
 ・劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第 11 条施設 

について、5 時～20 時まで(酒類 11 時～19 時)の営業を働きかけ 
（４）施設の使用制限(京都市以外)(特措法第 24 条第 9 項) 
・営業時間の短縮要請(山城･乙訓地域) 

(5 時～21 時､酒類 11 時～20 時 30 分) 
 ・従業員の検査奨励､入場者の整理誘導､発熱等 

有症状者の入場禁止､手指消毒設備の設置､ 
事業所の消毒､施設の換気､ｱｸﾘﾙ板の設置又は 
適切な距離の確保による飛沫感染防止､CO2 ｾﾝｻｰの設置､ 
業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守の徹底､ｶﾗｵｹ設備の利用自粛 

（５）職場への出勤等 
テレワークの徹底（特措法第 24 条第 9項） 
・出勤者数 7割を目指し､ﾃﾚﾜｰｸを推進 
･ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務、時差出勤等の推進 

＜まん延防止等重点措置等（4/16 改定）＞ 
（大学への要請） 
・オンライン授業を積極的に活用し、一度に
入構する学生数を 50％以下に抑える 

・大学ガイドライン遵守の徹底 
特にクラブ活動における許可制の導入、
他府県への遠征の中止又は延期 
中止又は延期できない場合には、事前に
PCR 検査を受検し、「陰性」であることを
確認 

・京都府と国が大学において実施する新型
コロナウイルスモニタリング検査等への
協力 

・授業や課外活動の前後などの会食自粛
（「きょうとマナー」の厳守） 

・学生寮における感染防止対策の徹底 
・学生に対して、次の行動について禁止する
よう徹底すること。 
営業時間短縮を要請した時間以降の飲食
店等への出入り、クラブ・サークル等のコ
ンパ、大人数での行動や、友人の下宿等で
の飲酒・宿泊、食事中も含めたマスクを外
しての会話 

（中学校・高校への要請） 
・登下校時の混雑を避けるため時差登校や、
授業時間の短縮等の対策の実施 

・クラブ活動は原則自校生で校内のみ、２時
間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底 

・十分な感染対策が講じられている公式大
会・発表会等への参加は、主催者による感
染予防対策を確認の上、参加 

 
＜医療機関、高齢者施設等における感染防止対策＞ 
施設における面会の自粛 

関西府県の対処方針（４月 19日時点） 
別添１－２ 

＜きょうとマナー＞ 

①適切なアクリル板や換気設備のあるお店で！ 

②会話の時は、マスクを着用！ 

③食事前、退店時には手指消毒を！ 

④お店では大声で話さないでください！ 

⑤２時間、４人までを目安に！ 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

大 

阪

府 

大阪モデル 
＜基本的考え方＞ 
○ 感染拡大状況を判断するため、府独自に指標を設定し、日々モニタリング・見える化。 
○ 各指標について、「感染拡大の兆候」と「感染の収束状況」を判断するための基準を設定
し、各基準の状況に応じて、府民に周知する。 

＜モニタリング指標と基準、信号の点灯・消灯基準の考え方＞ 
○ 感染発生状況については各指標を日々モニタリング・見える化し、「警戒（黄色）」「非常事
態（赤色）」の発動の有無にかかわらず、発生状況に応じて病床確保などの取組みを迅速にす
すめる。 

○ 「警戒（黄色）」が点灯しない場合でも、感染発生状況に応じて、府民への注意喚起を行う。 
＜現状＞４月１４日よりレッドステージ２へ移行。 

〔区域〕大阪府全域   〔期間〕４月５日～５月５日 
＜基準＞ 

分析 
事項 

モニタリング指標 府民に対する 
警戒の基準 

府民に対する 
非常事態 
の基準 

府民に対する 
非常事態解除

の基準 

府民に対する 
警戒解除の基準 

(1)市中
での感
染拡大
状況 

①新規陽性者における感染
経路不明者７日間移動平
均前週増加比 

②新規陽性者における感染
経路不明者数７日間移動平均  

①２以上かつ 
②10 人以上 

－  ②10 人未満 

(2)新規
陽性患
者の拡
大状況 

③7日間合計新規陽性者数 120 人以上かつ 
後半 3 日間で
半数以上 

－  － 

④直近1週間の人口10万人
あたり新規陽性者数 

－ －  0.5 人未満 

(3)病床
のひっ
迫状況 

⑤患者受入重症病床使用率 － 70%以上(｢警戒
(黄色)｣信号が点灯した
日から25日以内) 

７日間連続 
60％未満 

60％未満 

【参考指標】・確定診断検査における陽性率の 7 日間移動平均・新規陽性者における感染経路不明者の割合  
 
※４月２０日緊急事態宣言の発出に関する国への要請 

＜府民へのよびかけ＞ 
〔実施内容〕 
（特措法第 31 条の 6第 2項に基づく） 
○営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等
にみだりに出入りをしないこと 

○4人以下でのマスク会食の徹底 
※家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の
介助者などはこの限りではない。 

※疾病等によりマスクの着用が困難な場合など
はこの限りではない。 

 
（特措法第 24 条第 9項に基づく） 
○大阪府域全域における不要不急の外出・移動
は自粛すること 

○大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛す
ること 

※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需
品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外で
の運動や散歩など、生活や健康の維持の      
ために必要なものについては対象外  

○歓送迎会は控えること 
 
 

＜イベントの開催（府主共催を含む）＞ 
【人数上限】5,000 人以下 
＜施設への休業・営業時間短縮要請＞ 

〔実施期間〕４月５日から５月５日まで 
〔実施内容〕 

（特措法第 31 条の６第 1項に基づく（大阪市
外は特措法第 24 第 9 項に基づく）） 
・営業時間短縮（5時～20 時 大阪市外は 5時
～21 時）を要請 
ただし、酒類の提供は 11 時～19 時（大阪市
外は 11 時～20 時 30 分） 

・利用者へのマスク会食実施の周知及び正当
な理由なく応じない利用者の入場禁止（退
場を含む） 

・アクリル板の設置等 
・上記のほか、特措法施行令第５条の５第１項
各号に規定される措置（従業員への検査勧
奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入
場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消
毒、施設の換気） 

 
（特措法第 24 条第 9項に基づく） 

 ・ＣＯ２センサーを設置 
 ・業種別ガイドラインの遵守を徹底 
 ・カラオケ設備の利用自粛（飲食を主とする店

舗で、カラオケ設備がある店） 
  
〔対象施設〕 
【飲食店】 
・飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・
テイクアウトサービスを除く） 

【遊興施設】 
・バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲
食店営業許可を受けている店舗 

 

＜要請を踏まえ各団体等に特にお願いした
いこと＞ 
＜大学等へのお願い＞ 
（特措法第 24 条第 9項に基づく） 
○授業は、原則オンラインとし、困難な場合
は、クラスを分割した授業や大教室の活
用等により密を回避する 

○学生に対し、営業時間短縮を要請した時
間以降、飲食店等にみだりに出入りをし
ないよう求める 

○学生に対し、歓送迎会、新歓コンパを控え
るよう求める 

○課外活動、学生寮における感染防止策な
どについて、学生に注意喚起を徹底する 

○学生に対し、４人以下でのマスク会食の
徹底を求める 

＜小学校、中学校、高等学校、支援学校への
お願い＞ 

〇分散登校や短縮授業は行わず、通常形態
（１教室 40 人まで）で授業を継続する 
ただし、感染リスクの高い活動は実施し
ない 

〇感染拡大により不安を感じて登校しない
児童生徒等については、オンライン等を
活用して十分な学習支援を行う 

〇修学旅行、府県間の移動を伴う教育活動
については、中止または延期とする 
府内で実施する遠足・校外学習について
は、引き続き慎重に判断するとともに、実
施の際は、感染症対策を徹底する 

〇部活動については、原則休止とする。 
ただし、公式大会への出場等、学校が必要
があると判断する場合は、感染防止対策
を徹底したうえで、活動時間を短縮して
実施する。この場合でも、感染リスクの高
い活動は実施しない。 

＜経済界へのお願い＞ 
（特措法第 24 条第 9項に基づく） 
○「出勤者数の 7割削減」をめざし、テレワ
ークを徹底する 

 出勤が必要となる職場でもﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務、
時差出勤、自転車通勤などの取組みを推
進する 

○従業員等に対し、営業時間短縮を要請し
た時間以降、飲食店等にみだりに出入り
をしないよう求める 

○従業員に対し、歓送迎会、研修時の懇親会
を控えるよう求める 

○従業員に対し、4人以下でのマスク会食の
徹底を求める 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

兵 

庫 

県 

・緊急事態宣言解除後の次なる波に向けた、社会活動制限についての方向性基準を設定 
・発動内容については、近隣府県の動向、国の方針、地域別状況を踏まえて総合的に判断 
＜現状＞11 月 20 日より、感染拡大特別期へ移行 
     1 月 13 日緊急事態宣言 発出 

2 月 ２日緊急事態宣言 延長 
2 月 28 日緊急事態宣言 解除 
4 月 ５日まん延防止等重点措置 

【実施区域指定】神戸地域（神戸市） 
阪神南地域（尼崎市、西宮市、芦屋市） 

4 月 22 日まん延防止等重点措置 
【実施区域追加】阪神北地域（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町） 

東播磨地域のうち明石市 
※4月 21 日緊急事態宣言の発出に関する国への要請 

＜基準＞ 
区分 感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期1 感染拡大期2 感染拡大

特別期 
対応の方向性 予防 警戒 制限強化 制限強化 制限強化 制限強化 

判
断
基
準 

新規陽性者 
(１週間平

均) 

10 人未満 10 人以上 
(警戒基準) 

20 人以上 30 人以上 40 人以上 総合的に

判断 

直近１週間 
の人口 10 万 
人当たりの 
新規感染者 

1.25 人未満 1.25 人以上 2.5 人以上 3.75 人以上 5 人 以 上 

 
 

＜不要不急の外出自粛等＞（特措法第 24 条第 9 項） 
○時短要請がされている時間帯に飲食店にみだ
りに出入りしないこと（特措法第 31 条の 6第
2項、特措法第 24 条第 9 項） 

○まん延防止等重点措置区域、感染が拡大して
いる地域との不要不急の往来及び感染ﾘｽｸの
高い施設(業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防
止策が徹底されていない飲食店､ｶﾗｵｹ店など)
の利用自粛 

○会食など感染ﾘｽｸの高い施設の利用後は、一定 
期間人との接触に注意するなど、家庭内にお
いても「人にうつさない行動」をとる 

○業種別ガイドライン等に基づく感染防止策が
なされていないイベント等への参加を自粛 

○歓送迎会、自宅などでの大人数・長時間の飲
食を自粛 

＜飲食等＞ 
〇業種別ガイドライン等に基づく感染防止策が
なされていない施設における、大人数での会
食や飲み会を避けること。若者ｸﾞﾙｰﾌﾟについ
ては、特に注意 

○会食は同居家族を除き、１グループ４人以内
とし、長時間の飲食は控え、会話の際は扇子
やマスク等により、飛沫を防止すること 

＜その他＞ 
○５つの場面の注意 
〇感染拡大を予防する「ひょうごｽﾀｲﾙ」の推進 

ﾏｽｸの着用、手洗い、身体的距離の確保、「３密」
の回避等 

○毎日の検温実施など、自身の健康管理に留意し、発
熱など症状のある場合には、通勤・通学を含め外出
を控えるとともに、電話で医師に相談 

○「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」を利用や国の接触
確認アプリ「COCOA」を登録 

＜施設の使用制限等＞ 
○業種別ガイドラインを遵守すること（県全域） 

対象 

施設 

【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店その他設備を設

けて客に飲食をさせる営業が行われている施設(宅配･ﾃｰ

ｸｱｳﾄｻｰﾋﾞｽは除く) 

【遊興施設】遊興施設(ｷｬﾊﾞﾚｰ､ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ､ﾊﾞｰ､ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ

等)のうち､食品衛生法上における飲食店営業許可を受け

ている店舗(ﾈｯﾄｶﾌｪ･ﾏﾝｶﾞ喫茶等､宿泊を目的とした利用

が相当程度見込まれる施設を除く) 

対象 

地域 

神戸地域､阪神南地域､阪

神北地域､明石市 

(特措法第 31 条の 6 第 2 項) 

東播磨地域(明石市除く) 

中播磨地域 

(特措法第 24 条第 9 項) 

期間 ４月５日～５月５日 

内容 
営業時間 5～20 時 

(酒類提供 11～19 時) 

営業時間 5～21 時 

(酒類提供 11～20 時半) 

＜イベントの開催制限等＞（特措法第 24 条第 9 項） 
〔開催の目安〕（４月５日～５月５日まで） 

区分 収容率 人数上限 

大声での歓声・声援等がない

ことを前提としうるもの 
100%以内 

5,000 人以下 
大声での歓声・声援等が想定

されるもの 
50%*以内 

＊ 異なるグループ間では座席を 1 座席空け、同一クループ（5 人以内に限
る）内では座席間隔を設けなくともよい（50%を超える場合がある）。 

○参加者が 1,000 人を超えるｲﾍﾞﾝﾄは、県へ事前相談 
＜事業者への感染防止対策等の要請＞ 
○業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底 
○飲食店に対し、発熱、せき、味覚障害など、少しでも症状  

がある従業員がいる場合の自宅待機及び検査受診 
○飲食店は、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、ｱｸﾘﾙ板、ﾃｰﾌﾞﾙ等を利用し、 

利用客が家族や介助者等を除き｢4 人以下の単位｣ 
〇「感染拡大防止宣言ﾎﾟｽﾀｰ」の掲示、「兵庫県
新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」への登録と、可能な限り QR
ｺｰﾄﾞのﾃｰﾌﾞﾙやｶｳﾝﾀｰなどで掲示 

〇店舗・施設利用者へ「COCOA」の登録を要請 

＜大学等へのお願い＞ 
○オンライン授業を積極的に活用 
○県外での部活動・サークル活動を実施し
ないこと。県内での合宿等、宿泊を伴う活
動は実施しないこと。 

○大人数、長時間や近接距離での飲食・飲み
会の自粛 

＜医療機関･社会福祉施設関係者への要請＞ 
○高齢者、障害者など特に支援が必要な
方々の居住や支援に係るすべての関係施
設・事業所について、感染経路の遮断(手
指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び感
染防止対策を厳重に徹底した上で事業実
施を要請 

○職員及び関わりのある従業員に対して不
要不急の外出の自粛等の徹底を要請 

○院内・施設内で感染が疑われる事案が発
生した場合は、速やかに管轄健康福祉事
務所・保健所に連絡・協力 

○面会者からの感染を防ぐため、自宅と施
設間でのオンライン面会等を活用し、直
接面会については、緊急の場合を除き中
止することを要請 

○原則、外泊、外出の自粛を要請 
＜事業者・関係団体への要請＞ 
〇感染拡大を予防する｢ひょうごｽﾀｲﾙ｣の推進 
○「出勤者数の７割削減」を目指すことも含
め、在宅勤務(ﾃﾚﾜｰｸ)、TV 会議等の推進 

○関係団体を通じた企業等に対する接触機
会低減等の取組 
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務、時差出勤等の取組推進、３
密回避の促進、職場内の換気励行、検温及
びﾏｽｸ着用の徹底、発熱等の風邪症状が見
られる従業員への出勤免除 

【第４波急拡大！感染防止緊急要請】 
 令和 3年４月 15 日発出 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

奈

良

県 

(1)感染者判明の状況等から奈良県のフェーズを判断 
＜現状＞５月 13 日フェーズ 2へ移行 
＜基準＞ 
ﾌｪｰｽﾞ 感染者発生状況 行動自粛 
ﾌｪｰｽﾞ１ 県内及び近隣地域の新規感染判明

者が増加し、強い行動自粛の要請
が必要な状況 

一般的な外出自粛要請 

ﾌｪｰｽﾞ 2 県内及び近隣地域の新規感染判明
者が低水準で低下傾向 

一般的な外出自粛要請を緩和 
感染リスクの高い場所・集会への訪問自粛を要請 
必要な感染リスク低減配慮を要請 

ﾌｪｰｽﾞ 3 県内及び近隣地域の感染判明者が
ほとんど見られず、新規判明増加
の傾向も発見されない 

外出行動自粛を更に緩和 
必要最低限の感染リスク低減の要請は維持 

(2)３つの段階の判断は、3 つの判断項目について、7つの判断基準で行う 
［判断項目１ 新規感染判明者の水準］ 
①県内及び大阪での新規感染者数の水準が抑えられているか 
 基準数値：人口 10 万人当たり新規感染判明者数 
ﾌｪｰｽﾞ 2：直近 1 週間で 0.5 人未満     
ﾌｪｰｽﾞ 3：直近 2 週間で 0.1 人未満 

②新規感染判明の段階での感染経路が明確か 
基準数値：直近 1 週間における新規感染判明者に占める感染経路不明者の割合 1/2 未満 

［判断項目２ 県内の感染者への医療・療養体制の安定性］ 
③感染判明者は全て病院や施設で治療・療養ができているか 
基準数値：自宅療養ゼロが維持されているか 

④感染判明者の入院、重症者の受入及び宿泊療養施設の受入の容量に十分な余裕があるか 
基準数値：占有率 50％未満 

［判断項目３ 感染拡大防止体制の充実］ 
⑤感染判明後の感染経路の推定に十分な明確さがあるか 

感染経路推定の分析が感染拡大防止に効果的な程度に達しているか 
⑥新規感染判定の体制（現在は PCR 検査）が整っているか 
⑦感染拡大防止の措置の実効性が十分か 

行動自粛率：各項目の自粛の率が、感染拡大防止に効果的な程度に達しているか 

＜県民のみなさまへのお願い＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇医療関係者や感染された方、その家族などに
対する中傷や差別は、絶対にやめましょう。 

〔感染予防のための「３つの徹底」〕 
・手洗い、手指消毒の徹底 
・人との間隔は２ｍ（最低１ｍ）空ける、マスク
着用、換気 

・症状がある場合の外出自粛の徹底 
〇接触確認アプリ「COCOA」をインストールし
ましょう。 

＜イベントの開催＞ 
○開催制限の概要 
【収容率要件】 
①大声での歓声・声援等が想定されない 

→100％以内（席がない場合は適切な間隔） 
②大声での歓声・声援等が想定されるもの 

→50％以内（席がない場合は十分な間隔） 
【人数上限】 

①収容人数 10,000 人超→収容人数の 50％ 
②収容人数 10,000 人以下→5,000 人 

※感染リスクを軽減するための各種措置が担保されていること
等が緩和の条件で、それ以外の場合は、従来の目安を原則とする。

※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要がある） 
※異なるｸﾞﾙｰﾌﾟ間では座席を１席空け、同一ｸﾞﾙｰﾌﾟ(５人以内
に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、
収容率は50％を越える場合がある。 

※その他詳細は、令和 2 年 9 月 11 日付け内閣官房新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
感染症対策推進室長事務連絡のとおりとする。 

○全国的な人の移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄ(ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ等又 
は、参加者が 1,000 人を超えるようなｲﾍﾞﾝﾄ) 
開催を予定する場合は、県に事前相談を行う。 

＜施設の利用＞ 
・入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある
方は利用を控えてもらうようにする。 

・施設の利用前に、施設利用者に接触確認ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽﾄｰﾙを
促すこと。また、必要に応じて、施設利用者の連絡先等の
把握をする。 

・施設利用の際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則、
ﾏｽｸを着用することを促す。また、消毒や手洗いなど｢新しい生
活様式｣に基づく行動を徹底することを促す。 

・施設利用の際には、入退場時、休憩時間や待合
場所等を含め、三密を作らないよう徹底する。 

・感染拡大予防のための業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に則した感染防止策を徹底する。 

【重点的取組】 
○病床・宿泊療養施設を確保し、「自宅療 
養ゼロ」を維持 

○福祉施設のクラスター対策の強化 
○変異株検査の実施を強化 
○ワクチン接種の円滑な推進 
【我々の心得】 
○県内での感染事例が連続で発生していま
すが、「正しく注意して」 うつらないよう
に行動し、元気に社会・経済活動を行いま
しょう 

○「うつらない」「うつさない」の習慣化 
・「うつらない」対策をその都度説明 
・「うつさない」配慮（職場・家庭）を繰
り返しお願い 

・どのようにうつされたのかを明確にし
ていく 

○拡大防止への対策 
・死亡につながる重症化を防ぐ 
・感染したら、全員隔離してうつさない 
・医療崩壊はさせない 
・感染施設は一定期間閉じる 

○感染者の人権への配慮 
・医療関係者や感染された方等への中傷
や差別は絶対にやめましょう 

和 

歌 

山 

県 

 
 
県内および近隣府県の感染状況を踏まえ、総合的に判断を行う 
 

＜県民の皆様へのお願い＞（4/21） 
◯特に感染が拡大している地域に出かける際
は、基本的な感染症対策(ﾏｽｸ着用、手洗いな
ど)を心がけるとともに、会食や接待を伴う
飲食は控える 

◯友人や知人との夜遅くまで長時間、集団で会
食をし、そのまま友人の部屋に宿泊するよう
な行動は控える 

◯マスクを着用しないまま長時間の接触機会が
あるような催しへの参加を控える 

◯軽微な症状であっても放置することなく、通
勤通学を控えて直ちにかかりつけ医等地域の
身近な医療機関に電話相談を。かかりつけ医
等がない場合は受診相談窓口へ 

◯大阪に通勤されている方は、積極的に在宅勤
務（ﾃﾚﾜｰｸ）を 

◯濃厚接触者が１回目の PCR 検査で陰性となっ
ても、２週間の経過観察中に陽性になったｹｰ
ｽもあるため、濃厚接触者は経過観察中は必
ず自宅待機を行い、人との接触を避ける 

◯５月９日までは不要不急の外出の自粛を 
◯家族以外とのｶﾗｵｹを控える 
◯大阪府､兵庫県､京都府､東京都､埼玉県､千葉
県､神奈川県､愛知県､宮城県､沖縄県への不要
不急の外出を控える 
※各都府県が、まん延防止等重点措置を実施
している期間中 

◯歓送迎会・謝恩会・宴会を伴う花見等を極力
控える 

＜事業所へのお願い＞ 
◯従業員の発熱等のﾁｪｯｸをし、症状がある場合
は業務に従事させず、ｸﾘﾆｯｸの受診をすすめ
るなど、適切な対応を 

◯全ての業界、事業所でｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守とﾎﾟｽﾀ
ｰ(関西広域連合啓発ﾎﾟｽﾀｰ)掲示をする  

◯職場内でもﾏｽｸの着用を徹底する 
◯在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）や時差出勤、自転車通勤
など、人との接触を低減する取組をすすめる  

〇感染防止策が徹底されないｲﾍﾞﾝﾄの開催は、
延期又は自粛を 
大規模集客施設や小売店での催物・ﾊﾞｰｹﾞﾝ等
も、延期又は自粛を 

 
＜ｲﾍﾞﾝﾄ開催自粛の考え方＞ 
◯必要な感染防止策が担保される場合は緩和す
ることとし、２月末まで、次の収容率と人数
上限でどちらか小さいほうを限度とする。そ
れ以外の場合は、従前の目安を原則とする 

【収容率要件】 
①大声での歓声・声援等がないことを前提とす
るｲﾍﾞﾝﾄ(ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｻｰﾄ等)100%以内 

②大声での歓声・声援等が想定されるｲﾍﾞﾝﾄ(ﾛｯ
ｸｺﾝｻｰﾄ､ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ等）50％以内 

※異なるｸﾞﾙｰﾌﾟ間では座席を１席空け、同一ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ(５人以内に限る)内では座席間隔を設け
なくともよい 

【人数上限】  
①収容人数 10,000 人超→収容人数の 50% 
②収容人数 10,000 人以下→5,000 人 

※令和２年９月 11 日付け内閣官房ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感
染症対策推進室長事務連絡「11 月までの催
物の開催制限等について」に準ずる 

＜医療機関や福祉施設へのお願い＞ 
◯医療機関や福祉施設の職員は、ｳｲﾙｽを持
ち込むことがないよう当面の間、感染ﾘｽ
ｸの高い長時間の飲酒を伴う家族以外と
の会食等を控える 

◯病院や福祉施設等の職員は、施設内へ感染
の持ち込みが発生しないよう特に注意を 
訪問介護や通所ｻｰﾋﾞｽの職員やｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
も含め、自身の感染症対策をより徹底す
るとともに、事業所においても発熱など
のﾁｪｯｸを実施するなど、健康観察のさら
なる徹底を 

◯感染拡大防止には早期発見が重要である
ことから、ｸﾘﾆｯｸで感染者を発見しても
らうｼｽﾃﾑを構築。医療機関、特にｸﾘﾆｯｸ
は、軽微な症状でも、まずは新型ｺﾛﾅｳｲﾙ
ｽ感染症を疑い、速やかに検査を実施す
るなど患者の早期発見を 

 
＜教育機関へのお願い＞ 
〇学校の部活動は、大会のうち、全国大会や
近畿大会につながる大会は､原則、実施 
それ以外の大会は､原則、延期又は中止を 
練習は、感染防止対策に応じて､活動内容
に制限を 

 
＜全体への呼びかけ＞ 
◯厚生労働省「接触確認アプリ(COCOA)」を活用 
◯人権への配慮(ｺﾛﾅ差別相談ﾀﾞｲﾔﾙ) 
 

あらゆる場面での注意 
・奈良県内でも、感染の流行状況が深刻になっています。  
・ふだん同居していない人との、マスクなしでの対面は、徹
底して避けましょう 
 
「STOP！感染拡大」緊急メッセージ 
＜大阪由来の一次感染の対策＞ 
① 大阪市での飲食・カラオケは控えましょう  
② 通勤や通学などで大阪市へ行く場合も、寄り道しない

で、まっすぐ帰りましょう  
③ 余暇は県内で。屋外や、感染防止対策がとられている

場所が安全です。  
＜家庭内感染の対策＞ 
④ 家族に風邪症状の人がでたり、勤務先などで陽性者が

でたら、できるだけ、家族と生活を分離しましょう   
 ・食事や寝るときも、家族と別々で  
 ・タオルや食器を、家族と共用しない  
 ・お風呂は、感染しているリスクの高い人が最後に入る   
＜クラスター対策＞ 
⑤ 医療・福祉施設や職場などで感染者が発生したら、速や

かに関係者全員のＰＣＲ検査を実施し、陽性者を隔離し
ましょう  

⑥ 感染症専門医等による現地指導を受け、施設内のゾー
ニングや消毒などを徹底しましょう  

＜変異株への対応＞ 
⑦ 近畿圏内で流行している変異株は英国株です。感染力

が強いため、今まで以上に用心しましょう。 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

鳥

取

県 

＜鳥取県版新型ｺﾛﾅ警報＞ 
10 月 13 日、全国でも最も厳しい水準は維持しつつ、本県の医療提供体制を踏まえ、社会・
経済活動との両立を図る見直しを行った。 

＜現状＞鳥取県東部 警報：鳥取市（3月 31 日～）、注意報：鳥取市以外（3月 24 日～） 
鳥取県中部 警報：倉吉市（3月 30 日～）、北栄町（4月 15 日～） 

注意報：倉吉市・北栄町以外（3月 29 日～） 
鳥取県西部 警報：米子市（4月 9日～）、注意報：米子市以外（3月 30 日～） 

＜基準＞ 

区 分 注意報 警報 特別警報 

判
断
指
標 

①新規陽性患
者数 

東部 １人/週、中部 １人/
週、西部 １人/週 

東部 ３人/週、中部 ２人/週、西部 ３人/週 

②現時点確保
病床稼働率 

－ 圏域ごとに稼働率15％超 圏域ごとに稼働率50％超 

運
用 

発令 圏域単位で発令 

発令期間 
始期：①の基準に達した日 
終期：②の基準を下回った日 

始期：①②がいずれも基準に達した日 
終期：①②がいずれも基準を下回った日 

解除 ①の基準を下回った日の翌日 
①②がいずれも基準を下回った日の翌日 
（警報、注意報の要件を満たしている場合はそちらに移行） 

活
動
制
限 

外出・ｲﾍﾞﾝ
ﾄ・施設 

○感染拡大を予防する事項
の呼びかけを強化 
・手洗い励行、ﾏｽｸ着用 
・換気の徹底 
・施設内の消毒 

○クラスター発生施設に関係する
箇所､３密な場所 

○状況に応じて不要不急の外出自
粛を要請 

○生活維持に必要なものを除
く外出自粛を要請 

○市中感染が拡がった場合、比較的規模の大きなイベント等か
ら順次制限 

○必要性があると認められる業務や施設に限って要請 

学校 
○感染者の学校休業の検討
が基本 

〇感染者の学校休業の検討が基本 
○市中感染の拡がり状況を勘案し、

必要に応じて感染リスクの高い教
育活動の制限、分散登校、休業 等 

○市中感染の拡がり状況を勘案
し、必要に応じて該当の圏域
又は全県での教育活動の制
限、分散登校、休業 等 

医
療
強
化 

保健所 ○疫学調査応援職員を派遣 ○疫学調査応援職員を派遣 ○相談ｾﾝﾀｰ応援職員を派遣 等 

医療・福祉 
○施設内感染対策の確認 
〇病床確保の準備  等 

○施設内感染対策の徹底 
○必要物資の送付、空床確保  等 

○病床・人工呼吸器 緊急調達 
○施設への医療人材の派遣 等 

要請の法的根拠等 協力依頼 等 
県クラスター対策条例、特措法第
24 条第 9項による要請 等 

県クラスター対策条例による
要請、特措法第 45 条も発動 等 

※クラスター発生などで、特定の市町村内で感染拡大が特に懸念される場合、専門家の意見を伺った上で当該市町村

に限定して警報を発令（12/28 県対策本部会議で決定） 
※警報発令期間の終期を「①②がいずれも基準を下回った日」に修正（1/8 県対策本部会議で決定） 

＜県民の皆様へのお願い＞ 
～ご自身と大切な人と地域を守ろう！会食・三密に注意！～ 
○県のウェブページなどから正確な情報を確認し、不確かな情報に惑
わされることなく、冷静な行動をとって下さい。 

○身近なところで感染する可能性もあり、十分
注意。親しい間柄であっても、ﾏｽｸを外す瞬
間をｳｲﾙｽが狙っている。引き続き｢三つの密｣
を避け、人との感染防止距離(概ね 2m)を取
る、距離が取れない場合のﾏｽｸの着用、こま
めな手洗い･換気などの感染予防に十分注
意。特にﾘｽｸの高い高齢者、基礎疾患のある
方や妊婦と会われる際は、特に注意。 

 ・帰宅後や何かを口に入れる前後(喫煙も含めて)の手洗いを徹底  
 ・人と会話する際や距離が近い場合のマスクの着用を徹底  
 ・倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など多少の違和感を自覚 

した場合、親しい人であっても人と接触する際にはﾏｽｸを着ける、人との会食はさける。  
○まん延防止等重点措置適用地域（兵庫県香美
町及び新温泉町を除く）へは、日程の見直し
を改めて検討していただくことも含め、平
日・休日を問わず可能な限り往来を控えてく
ださい。 

○ゴールデンウィーク期間中は、感染拡大地域
との往来は、緊急な場合・生活上必要な場合
を除き控えましょう。 

○倦怠感、のどの違和感、発熱、味覚・嗅覚異常など少し
でも違和感を自覚した場合には出歩かず、まず、事前に
かかりつけ医に連絡。相談先に迷う場合は｢受診相談ｾﾝﾀ
ｰ｣に、接触が心配な場合は｢接触者等相談ｾﾝﾀｰ｣に相談。 

○お店を利用の際は、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防対策協賛店」、
「新型コロナ対策認証事業所」(ガイドライン
に基づき感染拡大予防対策に取組んでいるとし
て県が認証した事業所)の積極的な活用を。 

○ご自身の予防と感染拡大防止のため、接触確認ｱﾌﾟﾘ｢COCOA｣や
｢とっとり新型ｺﾛﾅ対策安心登録ｼｽﾃﾑ｣等の活用を。

○患者治療に当たる医療従事者やその家族など
に対し、誤解や偏見に基づく差別をなくし、
新型ｺﾛﾅに立ち向かっている患者、医療従事
者の皆さまをみんなで応援しましょう。 

＜事業者の皆様へ＞ 
・事業者の皆様は、業種別ガイドラインの遵守
を徹底した上で、大切なお客様とお店・従業
員を守るため、感染予防対策を十分に実施。 

・「とっとり新型ｺﾛﾅ対策安心登録ｼｽﾃﾑ」や厚生
労働省「接触確認アプリ(COCOA)」を活用。 

＜イベント開催要件＞（9/19～当面４月末） 
県版ガイドラインの遵守を前提に以下のとお
りとする。 

【収容率要件】 
①歓声・声援等が想定されないもの 
席がある場合：収容率 100％以内 
席がない場合：人と人が接触しない程度の間隔 

②歓声・声援等が想定されるもの 
席がある場合：収容率 50％以内 
席がない場合：十分な人と人との間隔(1m) 

※全国的・広域的な人の移動が見込まれる祭り等については、
ｸﾗｽﾀｰ対策が困難であることから、中止を含めて慎重に判断。
【人数上限】 

①収容人数 1万人超⇒収容人数の 50％ 
②収容人数 1万人以下 ⇒5,000 人 
（注）収容率と人数上限のどちらか小さい方

を限度（両方の条件を満たす必要） 
※現時点確保病床占有率が 25％以上になった場
合は、9月 16 日以前の基準に戻すこととする。 

（9月 16 日までの基準） 
感染防止策を徹底して次の基準で実施。 

【屋内】5,000 人以下かつ収容定員の 50％以下の参加人数  
【屋外】5,000 人以下かつ人との間隔を十分確保（概ね２ｍ） 
○イベント開催申出制度 

定員50%超又は1,000人超、全国的ｲﾍﾞﾝﾄを開催
する場合、1箇月前までに申出書提出が必要。 

○県主催イベントについては、緊急事態宣言の期間
中、緊急事態宣言対象地域をはじめ、感染拡大地域
からの参加が見込まれるイベントや当該地域で開
催するイベントで、リモートやオンラインによる工
夫ができないものついては、原則延期・中止。 

【県版ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定】 
○業種別ガイドライン 

飲食店、宿泊施設、接待を伴う飲食店、
理容所、美容所、クリーニング取次所、
公衆浴場、スポーツジム、ライブハウ
ス、公演イベント、スポーツイベント、
販売促進イベント、地域イベントガイド
ライン、観光土産品販売店、体験型小売
業、会社寮 

○学校寮における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

○部活動(運動部･文化部)における新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽ感染症対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

○登山・海水浴場におけるガイドライン 
 
【感染拡大防止クラスター対策等条例】 
（8月臨時議会議決、令和 2年 9月 1日施
行） 
県民及び事業者が一丸となって新型コロ
ナウイルス感染症の克服に取り組む。 

（詳細は省略） 
 
【新型コロナウイルスに関する差別的扱い
や誹謗中傷から陽性者等を守る共同行動
宣言】（令和 2年 9月 10 日 鳥取県、
鳥取県弁護士会、鳥取県警察本部及び鳥
取地方法務局） 
互いに連携して、患者や家族など新型コ
ロナウイルスと闘う方々への差別的扱い
や誹謗中傷を防ぐとともに、寄り添って
支援する取組を進める。 

 
【中国地方知事会メッセージ】 
○１都３県で緊急事態宣言が発出されるこ
とを踏まえ、中国地方知事会でも感染拡
大防止の行動を呼びかけるメッセージを
発信。（1/7） 

徳

島

県 

「とくしまアラート」の発動基準 
＜現状＞ 
・「感染観察・注意」    令和３年４月 ８日発令 
・「感染拡大注意・漸増」 令和３年４月１２日発令 
・「感染拡大注意・急増」 令和３年４月２０日発令 

 
＜基準＞ 

＜県民への呼びかけ＞ 
気を引き締めて感染防止対策の徹底を 
基本的な感染予防の徹底（３密回避 等） 
・３密回避・マスク着用・咳チケット・手洗い 

手指消毒・大声をださない 
・店舗を利用する際は、「ガイドライン実践状
況」を確認！ 
⇒感染者の多い「若年層」、中でも感染リス
クの高い行動を取る対象者に向けた効果的
な情報発信 
感染拡大防止の主役として、高齢者等のみ
ならず、自分自身のいのちを守ることにつ
ながるというメッセージ 

○COCOA 及び「とくしまコロナお知らせシステム」の普及促進 
○ターゲット毎に適切なメディアを通した分か
りやすいメッセージの発信  

[重症化しやすい人（高齢者など）]３密の徹底 
的な回避、安全な活動については推奨   
[中年]職場での感染予防徹底、宴会等における注意喚起 
[若者]クラブ活動等における感染予防徹底、宴 
会等における注意喚起  
[医療従事者・介護労働者]リスクの高い場所に行かない 
＜緊急事態宣言が解除となった地域への対応＞ 
「11 都府県」について 
・訪問時には、ホームページ等で情報を確認
し、各都道府県が発しているメッセージや情
報を事前に確認の上、「訪問先の都道府県の
要請に沿った行動」をお願いしたい。 

＜イベント開催の考え方＞ 
○開催制限の概要（～４月末まで） 
【収容率要件】 
①大声での歓声・声援等が想定されない 
→100％以内（席がない場合は適切な間隔） 
②大声での歓声・声援等が想定されるもの 
→50％以内（席がない場合は十分な間隔） 
【人数上限】 
①収容人数10,000人超→収容人数の50％ 
②収容人数10,000人以下→5,000 人 
※感染リスクを軽減するための各種措置が担保
されていること等が緩和の条件で、それ以外
の場合は、従来の目安を原則と 必要な感染
防止策が担保される場合は緩和することと
し、次の収容率と人数上限でどちらか小さい
方を限度とする。 
それ以外の場合は、従前の目安を原則とする。 

※令和 3 年 2 月 26 日付け内閣官房ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
症対策推進室長事務連絡に準ずる。 

＜大規模ｲﾍﾞﾝﾄにおける感染防止策の事前相談＞ 
全国的な移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄや参加者が千人を超え
るｲﾍﾞﾝﾄを開催予定の場合、県への事前相談を依頼 

＜事業者への依頼＞ 
・基本的な感染予防の徹底（３密回避 等） 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守を徹底。 
・「とくしまスマートライフ宣言」または 
「ガイドライン実践店ステッカー」の掲示 

・｢とくしまｺﾛﾅお知らせｼｽﾃﾑ｣の登録・掲示 
・感染リスクが高まる「5つの場面」に注意 

＜共通事項＞ 
｢とくしまスマートライフ宣言！｣(｢新しい
生活様式｣｢感染拡大予防ガイドライン｣の
実践) 
 
｢徳島県新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の防止に関する条例｣(令和２年 10 月
16 日施行) 
・事業者の感染防止策が義務化 
・ｸﾗｽﾀｰ等発生時の公表の流れを規定 
・不当な差別的取り扱いや誹謗（ひぼう）
中傷を禁止 

 
 

注意 強化 漸増 急増
ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ

医療提供体制に特段
の支障がない段階

感染者の漸増及び医
療提供体制への負荷
が蓄積する段階

感染者の急増及び医療提
供体制における大きな支
障の発生を避けるための
対応が必要な段階

爆発的な感染拡大
及び深刻な医療提供
体制の機能不全を
避けるための対応
が必要な段階

必要に応じ、特措法
第24条9項による感染
拡大防止を図る

特措法第24条9項、第31条
の6によるさらなる感染拡
大防止を図る

国の特定都道府県の
指定を受け、特措法
第45条等による強制
性のある取組を実施
する

－ ５人以上 １０人以上 ３０人以上
１００人以上

（15人/10万人）
１７０人以上

（25人/10万人）

－

－ － －
確保病床の使用率

５０％以上

－ － － － 入院率　４０％以下
入院率　２５％以

下

重症者用
病床

－ － －
確保病床の使用率

５０％以上

－ － － －
１４０人以上

（20人/10万人）
２１０人以上

（30人/10万人）

監

視

体

制 － － － － ５％以上 １０％以上

－

感染観察 感染拡大注意

基本方針
早期発見・封じ込めで感染拡大防止
を図る

新規陽性者数
（／週）

ＰＣＲ陽性率

解除の判断基準 発動１週間経過後、状況及び発動基準を照らし合わせて判断

特定警戒

政府分科会に
おけるカテゴリ

発
動
基
準

感
染
の
状
況

医
療
提
供

体
制
の
負
荷

医
療
の

逼
迫
具
合

感染経路
不明割合
（／週）

５０％

確保病床の使用率　２０％以上

確保病床の使用率　２０％以上

療養者数

入院医療

13
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１．ワクチン接種状況 （４月１９日０時現在）

１回目 2回目 1回目 2回目

0 0 12,822 8,109 468 0

895 741 24,114 14,598 93 0

1,710 1,193 83,193 48,792 347 0

1,064 1,064 51,246 24,160 0 0

0 0 11,899 6,679 456 0

1,680 1,119 5,929 3,667 189 0

0 0 9,877 7,352 193 0

612 0

0 0

155 0

234 0

5,349 4,117 199,080 113,357 2,747 0

0 0 11,153 8,760 511 0

２．診療・検査医療機関等設置状況
（４月１９日現在）

542

731

1,500

1,181

348

309

322

(574)

(113)

(325)

4,933

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県

徳島県

別添２

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等

令和３年４月２２日　　

広 域 医 療 局

府県市名

既接種数（人）

医療従事者等 高齢者

先行接種 優先接種
1回目 2回目

神戸市

計

奈良県

71

8

京都市

大阪市

堺市

大阪市 ‐

堺市 (5)

府県市名 診療・検査医療機関 地域外来・検査ｾﾝﾀｰ

奈良県

鳥取県

252 9

10

6

滋賀県

(1)

計 104

京都府

大阪府

兵庫県

2和歌山県

3

徳島県 4

京都市 ‐

神戸市

(参考）

※京都府に含まれる

1
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（４月１９日現在）

３．検査（分析）の状況 （件／日）

４．検査実績（人数）　［参考］ （人）

4月5～11日 4月12日(月) 13日(火) 14日(水) 15日(木) 16日(金) 17日(土) 18日(日)

3,375 616 613 496 372 575 238 124

6,660 674 1,704 1,177 1,517 1,463 1,823 966

63,473 11,704 6,001 13,384 16,750 17,792 17,452 12,467

16,601 2,780 3,103 2,891 3,043 2,984 2,225 2,379

1,320 107 198 239 323 207 184 266

836 154 415 274 200 587 376 509

905 75 102 140 127 211 282 182

2,655 620 224 706 650 746 714 595

(4,694) (714) (683) (1,440) (675) (582) (565) (199)

95,825 16,730 12,360 19,307 22,982 24,565 23,294 17,488

4,798 791 1,006 743 868 947 557 431

※地方衛生研究所・保健所が行うＰＣＲ検査のうち行政検査

５．入院可能病院数等 （4月19日現在）

20 7 322 34

40 7 466 38

70 6 1,990 78

62 9 839 54 　　　4/5現在

21 7 400 32

18 4 321 12

13 4 232 20

244 44 4,570 268

（参考）

16 5 349 24

43,065

‐

(2,400) 民間医療機関の件数は含まない

(1,100)0

徳島県

京都市

大阪市

4,110

9,900

22,300

3,808

16,007

490

4,600

(参考）

奈良県

府県市名

(0)

1,226

3,260

(2,400)

計

奈良県

2,610

4,500

9,512

抗原検査(定量･定性) 合計

5,540

PCR検査 備考

民間医療機関の件数は含まない

30,626

和歌山県

鳥取県

(1,275) (725)

兵庫県 22,207

(2,000)

1,500

5,400

12,788

5,826

滋賀県

‐

2,280

6,200

3,318

兵庫県(神戸市含)

堺市

神戸市 (1,100)

京都府

大阪府

府県市名

滋賀県

京都府・京都市

1,500 4,400

73,691

5,900

大阪府(堺市除く)

※地方衛生研究所・保健所、民間検査機関、大学、医療機関等における最大限稼働した場合の検査数

計

うち感染症病

床数(床)
府県名

奈良県

和歌山県

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県

徳島県

京都府

滋賀県

受入可能

病床数計

(床)

うち感染症指

定医療機関

（機関）

入院可能

病院数

(機関)

鳥取県

徳島県

堺市

神戸市

計

京都市

大阪市

※京都府に含まれる

※京都府に含まれる

※大阪府に含まれる

2
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６．都道府県調整本部の設置 （４月１９日現在）

設置日

R2.4.8

R2.3.27

R2.4.1

R2.3.19

R2.2.14

R2.3.23

R2.4.1

（参考）

R2.4.24

７．医療機関以外の受入体制　　 （４月１９日現在）

施設数 室数

3 414

2 826

11 3,059

7 1,015

1 137

3 340

2 210

29 6,001

（参考）

3 254

計

和歌山県

府内のホテルを確保

京都府

大阪府

徳島県

6名

本部長（センター長）：医療監、他部内職員で構成

患者搬送コーディネーター：京都府保健医療対策監

統括DMAT、感染症指定等医療機関、行政職員

確保・受入状況

奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部　入退

院調整班

24時間体制（一部オンコール）

センター長：県福祉保健部健康医療局長

参与：感染症専門医師３名（各医療圏）

徳島県新型コロナウイルス感染症

入院調整本部

24時間体制（一部オンコール）

和歌山県

1名

ホテル11施設3,059室(運用数3,059室)

センター長：県健康医療福祉部理事

災害コーディネーター（統括DMAT含む）33名、行政職員8名

奈良県

兵庫県

県内のホテル等（254室）を確保

大阪府

24時間体制（一部オンコール）

県内のホテルを確保

県内の民間宿泊施設を確保

本部長：保健福祉部感染症・疾病予防統括監（医師）

本部員(搬送調整Co.)：県医師会及び県内医療機関の医師７名

大阪府新型コロナウイルス調整本部（大阪府入院

フォローアップセンター）

４名

保健医療圏を超える入院調整が

必要となった段階から対応

24時間体制（一部オンコール）

体制

統括DMATの人数

５名

県内の民間ホテルを確保

奈良県

24時間体制（特に調整困難な場

合に対応）

滋賀県

徳島県

※R2.3.26厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者数が大

幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について」に基づく都道府県調整本部

京都府

県内のホテル、リタイヤインフラ活用

鳥取県新型コロナウイルス感染症入院医療トリ

アージセンター

新型コロナウイルス入院コーディネートセンター

災害医療コーディネーター

2名（内、統括DMAT 1

名）

鳥取県

府県市名

１名前後/日

構成員人数・職種

名称

滋賀県

京都府新型コロナウイルス感染症入院医療コント

ロールセンター
24時間体制（一部オンコール）

新型コロナウイルス感染症対策本部の医療体制班内に設置（看護師・事務

職員等）

県内のホテルを確保

班長：医療政策局長（医師）、副班長：健康推進課参事（医師）、看護師

1名、行政職員 3名

府県市名

鳥取県

兵庫県

和歌山県入退院調整本部

福祉保健部技監（医師）、感染症指定医療機関医師、各保健所長

感染症担当課職員、医療担当課職員

災害医療コーディ

ネーター1名

滋賀県COVID‐19災害コントロールセンター

3
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８．受診・相談センターの設置状況

2

1

16

17

9

4

1

※

1

1

1

53

（参考）

6

９．一般相談窓口の設置状況

（参考）

徳島県 1 ・県庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

京都府 1
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）

  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府 1 ・府庁（９時～18時（土日祝日を含む））

兵庫県 5
・県庁専用ダイヤル（24時間対応）

・中核市４保健所

和歌山県 2
・県庁（土日祝日を含む２４時間対応）

・和歌山市保健所（平日9時～17時45分）

鳥取県 1 ・県庁（平日８時30分～17時15分）

・県庁専用ダイヤル（平日・土日祝８時30分～17時15分）

・大津市保健所（平日９時～17時）

徳島県
・専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

（６保健所でも対応）

計 40

奈良県 6
・県庁（土日祝日を含む　8時30分～17時15分）

・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分～17時15分）

京都市 ※
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）

  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 25
・大阪市保健所（平日9時～17時30分）

・24区保健福祉センター（平日9時～17時30分）

堺市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

神戸市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

滋賀県 2

計

奈良県
・県庁　　（土日祝日を含む24時間対応）

・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分～17時15分）

京都市
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）

  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

堺市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

神戸市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

兵庫県
・12保健所（平日９時～17時30分）中核市４保健所

・県庁専用ダイヤル（24時間対応）

和歌山県
・８保健所（支所含む）

・和歌山市保健所（平日9:00～17:45）

鳥取県
・鳥取県看護協会（土日祝日を含む9時～17時15分）

・２保健所、鳥取市１保健所（上記以外の時間）

（４月１９日現在）

府県市名 箇所数 相談体制

滋賀県
・県庁専用ダイヤル（平日・土日祝８時30分～17時15分）

・大津市保健所（平日９時～17時）

京都府
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）

  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府
・9保健所、中核市7保健所

　（土日祝日を含む24時間対応）

（４月１９日現在）

府県市名 箇所数 相談体制

4
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1 

 

 

新型コロナウイルスの感染急拡大を受けた緊急提言 
 

 

 関西圏では、とりわけ変異株による感染も多数確認され、４月に入って新規感染者数が

第３波の最多人数（1,219人/日）を大きく上回るなど急増し、自宅療養及び入院調整中の

感染者の急増や、重症患者数が重症病床確保数を上回り、救急患者の受け入れに支障が生

じるなど、医療体制が危機的状況にある。 

関西広域連合では、京都府、大阪府及び兵庫県が「まん延防止等重点措置」の実施区域

に指定されるとともに、12府県市が一丸となって感染拡大防止に取り組んでいる。 

これ以上の感染拡大は何としても防がなければならない。 

ついては、政府におかれても下記のとおり対処されるよう提言する。 

 

 

記 
 

１ 緊急事態措置、まん延防止等重点措置の適用について 

関西圏域の感染状況は、１日あたりの新規感染者数が過去最高を更新するなど急拡大 

しており、予断を許さない状況であることから、関西の府県が「緊急事態措置」又は「ま 

ん延防止等重点措置」の適用を要請した際には迅速に対応すること。 

 特に、緊急事態措置においては、飲食店をはじめ多くの施設において休業要請等を行

う必要が生じるため、事業継続に向けた持続化給付金や補助金、協力金などに適切に対

応すること。 

 

 

２ 基本的対処方針について 

現在の変異株による流行急拡大の局面においては、政府が定めているまん延防止措置

や緊急事態措置における基本的対処方針の対策では決め手に欠ける。 

従って、都道府県知事が地域の感染状況や実情に応じた対策を、よりきめ細かく大胆

に講じられるように変更すること。 

 

 

３ 実効ある感染拡大防止策の実施について 

  緊急事態措置やまん延防止等重点措置については、休業要請、営業時間の短縮要請や

感染対策に限定されていることから、専門家の知見を踏まえた具体的な措置や効果など、

より実効ある感染拡大防止策を示すこと。特に、無症状の感染者による感染拡大を防ぐ

ためにも、その兆候や特徴等を示すこと。 

 

別添４ 
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４ 変異株対策について 

関西圏で感染が拡大している英国型の変異株（N501Y）は、①感染力が強い、②重症化

しやすい、③重症化の速度が早いなどの特徴があり、様々な対策を講じても感染拡大に

歯止めがかかっていない。 

現在、主に家庭内での感染が広がっているが、ひとたび医療機関、高齢者福祉施設な

どで変異株によるクラスターが発生すると、更に感染者数が爆発的に増加する恐れがあ

ることから、感染拡大防止のための適切な変異株対策を早期に示し、必要な措置を強化

すること。 

 

 

５ ワクチン接種の一層の推進について 

（１）ファイザー社のワクチンの輸入枠確保に加え、既に承認申請がなされ審査中のアス

トラゼネカ社・モデルナ社のワクチンについても、安全性の検証を十分に踏まえた上

で早急な承認手続を行い、更に強力に、全体的なワクチンの必要量を早期に確保する

こと。特に、アストラゼネカ社のワクチンは、関西圏でも製造されることから早急な

活用を図ること。 

 

（２）ワクチン接種を行える者をより多く確保するため、薬剤師や医学部・看護学部の学

生など対応ができる者の範囲を拡大する特例を認めること。 

 

（３）コロナ対策の目処を示すことで安心感が醸成されることから、医療従事者、高齢者、

高齢者施設等の従事者、基礎疾患を有する者、それ以外の者へのワクチン供給と接種

スケジュールを明確に示すこと。 

 

（４）感染力や重症化のリスクが従来とは異なる変異株の急速な拡大を抑え込むため、ワ

クチンについては、感染拡大地域に重点的に配分すること。 

 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額等について 

まん延防止等重点措置を実施する地域では、①営業時間短縮要請の協力金支給や飲食

店等への感染防止対策の徹底、②新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象

外とされている回復患者を受け入れる医療機関等への支援や高齢者施設等の従業者への

集中的検査等について、今後も多額の財政負担が見込まれる。 

また、これらの地域以外でも、独自の感染症対策を実施するにあたり、財政負担が大

きくなっているところである。 

これらの対策のために、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が

必要となることから、予備費の活用を含め、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の増額を行うとともに、即時対応特定経費交付金の適用期間の延長を行うなど、

国として全面的な財政措置を行うこと。 
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７ 人権を守る対策の徹底について 

感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者、更には他の都道府県からの来訪者や外

国人等に対するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、人物の特定などの人権が脅

かされることのないよう、国においても人権を守る対策を強力に講じること。 

 

 

 

令和３年４月20日 

 

      関西広域連合 

広域連合長   仁坂 吉伸（和歌山県知事） 

副広域連合長  西脇  隆俊（京都府知事）  

委 員     三日月大造（滋賀県知事） 

委 員     吉村  洋文（大阪府知事） 

委 員     井戸  敏三（兵庫県知事） 

委 員     荒井  正吾（奈良県知事） 

委 員     平井  伸治（鳥取県知事） 

委 員     飯泉  嘉門（徳島県知事） 

委 員     門川  大作（京都市長） 

委 員     松井  一郎（大阪市長） 

委 員     永藤  英機（堺市長） 

委 員     久元  喜造（神戸市長） 
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政府対策本部長 
内閣総理大臣 菅 義偉 様 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 
緊急事態措置を実施すべき区域の公示に関する要請について 

 
兵庫県は、４月５日からまん延防止等重点措置を実施すべき区域とな

り、県民への外出自粛要請や、飲食店への営業時間短縮の要請などを地
域の状況に応じて重点的に実施し、感染拡大防止に努めてまいりました。
しかしながら、本日の新規陽性者が過去最多の５６３人となるなど、感

染の急拡大は収まらず、医療提供体制は非常にひっ迫し、通常医療にも
影響が及んでいます。 

このような極めて深刻な状況を踏まえ、本県と国が一体となり、最大
限の感染防止対策をとることが必要であることから、本日、県新型コロ
ナウイルス対策本部会議において、国に対し、緊急事態宣言の発出を要
請することを決定いたしました。 

つきましては、本県を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態措置を実施すべき区域として公示されるよう、要請いたします。 
 
 
令和３年４月 21 日 
 

兵庫県対策本部長    
兵庫県知事 井戸 敏三 
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政府対策本部長 
内閣総理大臣 菅 義偉 様 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 
緊急事態措置を実施すべき区域の公示に関する要請について 

 
京都府は、４月１２日からまん延防止等重点措置を実施すべき区域と

なり、府民への外出自粛要請や、飲食店等への営業時間短縮の要請など
を地域の状況に応じて重点的に実施し、感染拡大防止に努めてまいりま
した。しかし、感染は拡大傾向にあり、医療提供体制はひっ迫しつつあ
ります。 

このような深刻な状況を踏まえ、本府と国が一体となり、最大限の感
染拡大防止対策をとることが必要であることから、本日、京都府新型コ
ロナウイルス対策本部会議において、政府に対し、緊急事態宣言の発出
を要請することを決定いたしました。 

つきましては、本府を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態措置を実施すべき区域として公示されるよう、要請いたします。 
 
 
令和３年４月 21 日 
 

京都府対策本部長    
京都府知事 西脇 隆俊 
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